
第2部

就学前角1ら卒業後につながる

支援体制
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福祉

暑暑増酒彗豊「皆軸
教育

特別支援教育コーディネーター養成

聖焔窮鵬評の実施
ン

京 都  府

広域特別支援連携協議会

教育、医療、保健、福祉、労働等の関係部局や大学、親の会等の関

係者が参加し障害のある幼児児童生徒に対する支援体制の整備に
ついて協議します。

特別

晶縁&星畠『

事

号 雇
罫蜜桑喬権

の設置
1 茸暴糟肇尻望経

盈

各 支 援 地 域 ・市 町 村

支援地i或連携協議会

教育局管内ごとに府立養護学校や関係機関等の関係者が参加

し、管内の特別支援教育の推進と支援の在り方を検討します。

福祉

暑暑増普聖畳「皆告
教育

教育局

巡回相談
?弄
施
贔

董護学校の

センター的機能

ク 擁

教育センター

早期発見

● 16歳児健診
● 3歳児健診

● 就学時健熱

昭髭翼辞幼稚園等
校 (園)内体制の整備

医療機関

児童相談所

通園施設

＼地域生活支援、 早期発達支援

● 幼稚園

率 ● 保育所 本

t転苺 1藍醒1噛畜≧

就労移行支援

● 高校

センター

|□別の支援計画

(平成18年度京者F府特別支援体制推進事業/文 部科学省特別支援教育課作成資料参照)

養護学校口地域等連携

推進事業の実施
教 育 相 談

・

講 野
派 遺

口

軽 :

修講座開催等

特別支援教育

● 小日中・高校

校内体制の整備

○ 校内委員会の設置・運営

○ 特別支援教育コーディネーターの指名

○ 個別の教育支援計画策定
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幼稚回におftる特呂u支標教育の実践

亀岡市の幼稚園における特別支援教育の推進 について

平成 18年度、亀岡市は市立幼稚園 (3園)に おける特別支援教育推進体制の確立を図るため、

個別支援が必要な子どもを支援するシステムの構築を図つた.小 ・中学校での支援体制の確立の

観点を参考に、就学前としての特性を考慮しながら、以下の点について整備を進めた。
/″

十一……
二f‐i~,1~i‐T 1`~i:ご=「

ヤ‐……………
す
……~~~… …………―……

11~T…
…~~~… ……―………一――…………………………・ゥー‐

、

園内体制の構築 ・・・3つ のツールの確ヤ

①園内委員会

②特別支援教育コーディネーターの指名

0個 別の指導計画の作成

体制整備にかかわるホイント

0支 援を老、要とする幼児の早期発見 ・早期発達支援

0専 門機関の活用と関連機関との連携

t___Q生挫生Q二生生生姿____十一

( 1 )幼 児を支援するための国内体制の構築 ・・

園内委員会の設置と特別支援教育コーディネー

解を図り、具体的な支援についてのサポー ト体

ア 担任が抱え込まない

。気づ きを大切に

＞
」

≡
‡

・ツール①②の確立

ターの指名を進めながら、次の祝点で共通理

工 専門機関の活用 と関係機関 とのi

例 iA幼 稚園の国内体制

園内支援

保護者 ・園職員の理解と協力

(2)個 別の指導計画の作成 ・・・ツール③の確立

今年度は、個別支援の必要な幼児 (発達が気になる幼児を含め)の 発達状況や専門家のア ド

バイス、保護者の願いを踏まえ、長期 目標 ・短期目標 ・具体的な支援 ・評価の記載方法などの

検討を進めた1「特別支援教育推進ガイ ドJ(H173府 教委発行)を 参考に、「役に立つ もの」

「具体性のあるもの」という2つ のポイン トを大切にした。

特に、幼児の奄達の特性を踏まえた適切な支援 となるように、幼稚園教育要領の 5領 域をも

とに、具体的な保育支援につながる内容で項 目を設定 した,ま た、誰でも個別の指導計画を見

てその子′ヽの対応のホイン トがわかることを′L がヽけて作成 した.

チームとして取 り組むこと

・コーデ ィネー ターが中フとヽに

の手立ての検討

保護者の気づき

本目談

全職員合同会議
会議の報告
支援策の検討
個別の指導計画
教職員の共通理解
園内研修

コーディネーター

園内委員会
園長 担 任  コ ーデ ィネー ター 養 護教諭等

専門機関
関係機関
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+4成18牛E個 別げ)指卓111向

ほ々寸1ミ にi  ヤ |

クラス名

1 1 1 1 「ヤ

1 1育f l手

「寺キフ)||〔十卜[

花達技 洋 内f己1☆ |

※幼稚園の 「個別の特卓計両J例

N01  (実 態調べ) N02 学期ト(1

晶

N。3 (2学 期,

ス B児 への具体的な支援例

(スケジュール表)

〈支援用絵カー ド等)

(3)体 制整備に関わるホイン ト

0支 援を必要とする幼児の気付き 。具体的な教育支援の在 り方
・教職員への研修の充実 (3園 合同研修、亀阿1市教育研究所研修講座への参加)
・園内の特別支援教育推進体制のたり方
・個別の指導計画作成に向けての研修

②専門機関の活用]・関連機関等との連携
・亀岡市就学指導委員会 (教育本H談事業)と の連携
・亀1司市特別支援教育巡同相談委員会の活膚]
・発達障害児神談支援なんたんモデル事業 (京都府南丹保健所)と の連携

0各 小学校との連携

(4)成 果 と課題

研修や協議を通 して、各幼椎園の特別支援教育の体制整備を進めた.特 に 「個別の指導計lBl」

の作成を通 して、必要な教育支援の具体的方法や祝点の共有化が図れた, また、国内支援の立

場に立ちテ ィームとして支援することの理解と認識が深められた=

しか し、日常的にサホー ト体制が うまく機青としていくためには、 ‐人一人の教員の専門性の

向 Lを図ることが大切であるこりJ稚園教員対象ブ)特号|1支援教育に関わる研修、また、市内=園

合1司の研修機会を活用し事例検討等を積極的に取 り純tむことが必要である.

また、小学校へ ‐寅した支援へつないでいくたす)、専門機関 ,関係機関、小学校との連携を

深め、「個別の教育支援計画」策定に向けた取納を推進 していくことt)課題である.
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高等学校におltる特呂J夜揺教育の実瞬
京都府立の高等学校では今年度モデル校に指定された学校をはじめ、いくつかのi奇等学

校で、ニー ズに応 じて在籍生徒の教育相談や、特別支援教育コーディネーター養成研修の

受講など 「できるところから」の取組が始まっていますt

治i等学校での支援 ,配慮の在 り方、キ業後のlL路に向けた取組の中で、本人が障害をど

うとらえているか、中学校や保護者等から障害について連絡がある場合とない場合の対応、

それ らの状況により医師の診断を勧めることの是非などが課題 としてあげられています,

平成 19年 4月 からは、高等学校においてと)校内体制の整備を行 うことにな りますので、

高等学校における体制づくりや取組の参考としていただけるよう、その一部 とそこで工夫

さね′、使用された資料を紹介 します=

情報の収集と対応

0対 象生徒 ・保護者 ・担任 ・コーディネーターでの面談

本人 ・保護者の学校への思いや 「これからどうしたいか」などの聞き取り

0障 害特性の把握

聞き取りやチェックリスト等の利用一教科担任へのアンケー トも併用 (資料正)

0支 援計画の作成

0、 0を もとに支援許画を作成 (現状把握、具体的支援等 :資料 I-1～ 4)

0対 象生徒へ_rl支援

進級及び進路実現や 「生きる力Jを 身に付けられることを目指した支援の実施

3校 内委員会にあたる会議等で報告し教科担任 ・学年部には随時確認

3 ケ ーススタディ形式で教職員研修を実施 (講師 :養護学校巡回相談員など)

3Z、 要に応じて教科担当者会議を持ち、学校生活上支障を来している事象や、指示 ・

言葉かけの仕方について確認

巡回相談員等の活用

ご 発達検査等の実施

0障 害特性 ・検査結果等に配慮した具体的な支援計画の作成

0対 象生徒・保護者とダ)flB談

0そ び)他の気になる仕徒についての授米ブ)参凱 ・必要な支援の検討

高等学校において、特局」支援教育を推進するために工夫 したいこと

O 「 校内委員会Jを新しく設置するのではなく、既存の会議にその役害Jを組み込む

又は、設置した 「校内委員会」に既存の会議を吸収する。

0 校 内で 「できること」と 「できなt こヽとJを 啓理 しておく.
「できること」は具14N的な展開方法を整理 しておく.
「できないことJは 「する必要がある」「した方が良いJ「しなくても良い」に分類

し、それぞれの代案やしなくてt,良い理由等を明確にしておく!

0 担 任やコーディネーターまかせにならないよう、どの生徒も「複数の目で見守り、

対応 しよ う」 とい う体制をつ くる。

モデル校からのメッセージ

「特別支援教育」の視点ほ障害の有無に関わらす、一人一人の生徒のエーズに応えるため

には、有効な手立てだと思しヽます。得意の野は更に伸ばし、不得意の野は克服できるよう

に集団の中で取り組む、まさに教育の原点ではないかとしヽう気がします。
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⊃ 必 要な生徒には必要な支援を

適切な支援を受けることにより、進級 ・進路保障につながる

〔 支 援 を 必 要 と す る 生 徒 〕
〔ありがらな現象〕

《生徒指導 ・進路指導の対象》

《特別支援教育の対象》

② 教 職員の共通認識に基づく一貫した対応が生徒への支援には不可欠

学校の事例年を活用した校内研修等を通して、教職員の専Pq性向上を図る。

校内研修

0 生 徒を見る視点や支援のヒント

高校段階になると、障害の有無が判断しがたい場合や、その特性があまり目立たない

など、研修で示される典型的なタイブでないことが多い.

そのため支援を老、要としている生徒かどうかを見極める時の祝点や、支援のヒントを

主体とする内容で実施した。

② 発 達検査の目的とその結果の伝え方など

発達検査は何のために実施するのか、数値は何を表しているのか、検査結果が指導に

どのようにつながるのか、保護者や本人にどのように伝えるのか、など具体的な事例を

もとに実施した。

0 校 内の事例による具体的支援策

研修の実施にあたり、各学年部に発達障害の見られる生徒 ,障害が疑われる生徒を

挙げてもらい、該当生徒のアセスメン ト票を作成 して研修当日支援方法についてのア

ドバイスを依頼した。当事者意識を持つて研修に参カロできた。

先進校視察 (福島県研究開発学校中間発表)よ り

高等学校における教育的ニーズに対応 した指導の在リカ
ニーズに応じて教育課程に次の項目を取り入れ、個別の教育支援計画につなげる。

O IッD等の生徒への学習支援

② ス トレスマネジメント教育

⑤ ソーシャルスキルトレーエング (SST)

O SSTの 実践場i百としての就業体験 (インターンシッブ)

正式〉 LD等 の生徒への支援は、他の生徒にも有効であった
～ 「気付き」から 「支援」へ、そ して 「笑顔」へ～とするため

校内の組織的な対応と関係機関の連携が欠かせない。

アスベルガー症候群 等

長期欠席

問題行動

学力不振 等

滉艦操梁 降 はる

からかいの対象、友人との トラ

ブル、怠けと誤解される

社会↑生の末熟 さ

コミュニケーション課題

こだわ り、感党過敏 等
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<様 チ(1"II-1)

<様 式例 1-2>

0 0 ↑じ〔
） 支 援  計  画

ｒ
ｔ

（Ｕ〔
）

支 援  計  画

アセスメント

本ブ、録 生育雇 (1011J・計交での様 了 諸検査 (T8能・認十日特性 ・その他)

家族構成

|え求

家族状況

校内での対応

カウンセ リンク

支援方針

末人の 希 望 キ:治にの兄角子 終合教育センター′)兄解 校内でび)支援

3 生 i舌

rg化宇習

3 授 業

C ilf級

3 進 路

<支 援目標>

3 r!」 舌

3 山 化宇習

● 授 業

C 進 級

〔)進 路

<体制>

<現 r=主て

今後>
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<千表)こ`|コII-3■

<様 式例 I-4>

C C 0 ●   支  援  言l lll

0 0  C O 支 援 r i l「町

現状把握

河

本田

教前iブ)を問の聞きll t ' )只r i

Ft提角「

ま欲 ・態度

集中度

子と言

運革や吾年にお|するイく器用の有無

短期記憶ブ)量 (1回 に記憶 ・書年十る

最)

帝読 ・黙読のカ

好きなこと,得まな

そブ)他

イF

動

′は

姿勢い保持や青席げ)維持

訳題⌒ブ)集中度

持ち物の整理|た況

葉 Httf汚ホ/ ブヽ)反「

個弓ll研汚ホンヽの反応

そ′)他

対

人

関

係

・

社

会

性

他肯小の関″とヽ度

とりの有!【

1州つた場南での手助)や 要求の有無

lll調性やツーシャルスキル

友達と′)交流の程度

グルーフや学級⌒の活動t7D関与

集IJ内での自己主張の様子

その他

具体的支援

千十  日

一学期評定
欠課/遅 亥け

定
刻

評
遅

期
／

学

課
〓
欠

千年期評定
夕(ltP/遅刻

曇

日

的

ア

フ

ロ

十

一
／

授業

家庭学習

テスト対策

学校′|→占・態度

イ早,まメrこと・出:子メボこ

,と路

4ド技 での属場Plr

lな市」

その他

）
　
β
〕　
　
〔
〕

「」ケ)さ力`し ・ |1手党げ)確ヽ
11

情杵音・サき卜|び)育ヤ,

本ブ、の性格 ・気質

友人関係

|!|、上・ !1イ十

自己客観性 とメタ言語 (何がわ

ないかがわかること)

ll・lttiの言語化 と稚F4

山己有能感

SCと の連携

そげ)他

）

一一
）

一
）

〔Ｊヽ
　

　

（
！）

〔
！）

一
一

心

理

的

ア

フ

ロ

ー

チ

家

庭

的

ア

フ

ロ

ー

チ

3 家 族関係

3 家 庭でげ)キー六十ツシ

3 そ 17D他

医

学

的

ア

フ

ロ

ー

チ

（
）

〔
）

β
！
　
Ｏ
　
（

神経ral~・心身lu~・うつ塙等はないか

某事猿法 ・心卿☆法

ストレス

に味 との連携

その他
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〇〇 〇 〇 特 別支援アンケー ト1〕H4正 llkl14ヤ
iiよ

―

『
〇

―

√
‐
‐
‐
く

　

２

√
‐
‐
‐
ヽ
　

３

イ
‐
‐
ｔ
ヽ
　

４

資料11-1

1常'■千111( )1【ケ!(

以下の11項目について、あてはまる①申①の番号に①をつけてくださ↓、

(1)  ,そ kペメ十11+ げヽ)と■(1■汁)るかt'

ⅢⅢ充分ある   121長 ヤ)女r↓)ある 1'うJtJ点キ増趣ll l'』二にってr')る

」1今)騨十ペキ1継野1)t''』こkン)て|【′f↓ヽ  |1汁)kりない  Ⅲ)4i(メ亡↓ヽ

ITIわか「,ない           IⅢ ,そフイ也卿仏ユ肌…よ出ヽ
    〕

)に 米ペイち十 フヽ)'ヨをはどうか`′

|!Ⅲたい″ヽた|せい 0 長 ル)点tr)rtぃ |)十分WA市粘野|た,ケ』こt上って1111↓ヽ

111ち)J!声ミf!R地」・|'(わせにk )〔(「11'1(才rt  ヽ|,,ヤ)1'すltくオボい 十li f(ヽ11くメrtヽ

171,功ず)ない  r、)をフイ也

! t t t l x l l勺なことが' , Hギr t l tこヽください

に業や 卜i‖′、集中して↓ヽるか?

!1とて!ナ岬tlし ている ―マ|たィヤ)kィ',lt llLている !f)iう押ばキ収ll,1'(ル』二|ヤ,〔r ifr中

している 11ち)Wパ1門趣・1用児に上夕,こは朱中していない ⅢⅢ占)長りll l[ていない

|(,↑くll llしていない ,い かデサない 0そ フイ也

! J 1ヽ勺オに とが' )オ叶だ1 1 i tこヽくださtヽ

〕

)|モ懸 メiをil'|フヽブ】lkり杵|アメケ|七十どうカトツ

||十二い プヽし1【t  ヽ12)に (|〕長ィtr llい  |!|う)型トベ有栄上堕やりti'』こに ,て十1tll↓`

IⅢⅢう)蝉rぺ1榊出・状わ』こkっ ては史くない (,r,)上 りltくな↓ヽ 1(Ⅲ令く|てtくな↓ヽ

ケ!わかr,ない  ぃ )そフイ也

'町lxTr/fことかィ↓)れI Frt十しヽ 〔ください

|モkベツドち叫 、7)メ1蜘年1生1にと,か`′

(IⅢ たいへんrtい ど1 点れ長Fら11↓ヽ  1,う)Jtrぺ→1火かとによつ 〔|「【11い

11分即A科 胆・状ル‖二kって1111くない (|1声)【り11くない ⅢⅢ令く11くない

1' オルケヽデJなt  ヽ ヽ |七フイ也

!tl柏14J/ば二十上か十↓サtl filltてヽく/どさ↓ヽ

〕

〔

／
ｒ
ｉ
‐
‐
‐
‐
ゝ
　
　

〔ｒ

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ヽ

　

８

イ
‐
‐
‐
ヽ
　

９

′一 トペ'フリう |■ル)iiじや|)ャ,』士どうか ′`

(1,たし' んヽ|てtい |マ十k浄)長ル)rt↓、 11)分 Pばキ猟堕・状ルよこ1っては11い

11,う),P(1側胆・|ltれに k′)〔1111tくなt  ヽ●Ⅲあ【り!tくない r11卜 くltくナrい

(1,カ ギ)ない  0)を ′)1也

ナtllxli勺才ば工(とがィ位サしば洋t てヽくたどさい

f料趣ペヤ十i題イビとげ)継||‖火ヤ,こはどうか?

ⅢⅢたい小んrtい _j lィ,)k「↓)1(↓ヽ 十Ⅲ 分野式有精ll,1太ルぷこにって1 1lⅢヽ

1+分PI式11t ll・り(7'Lltt kつてはltくない 151あ【り1lt r(ない lril住(11くない

|,)わか,,才fい  い )そυ)イ山

サtl狩14)/1NことかrF)オHだ111いてください

岬]||す岳」↓ヽフ)|えルとヤ★とうか?

||十二t 、ヽたノサ1し` を1 支ィ↓)長|)】tt  ヽ 1!||ブ」かぺ」)コせにk )〔lt〕1しヽ

1111'平試→|)静とにに′)てはltくオボ↓ヽ 11,あ長r,rtくな↓、  1, イヽく11tく/ぼ↓ヽ

fl l力ず,ない  (,そ ジ)他

l tllglりなこ竺かヤ)れば|ltてください

‖古ルサ111勺オボf析ントン、ジ)い3と‖士些うかてP

tiⅢたt▼、ん1lt  ヽ“  【浄)【ィし,1lt  ヽt,| 夕丁杏ぺJ)↓ケ』二k′)ては1【|ヽ

ⅢⅢ内奔や状ルユニ【′デ〔|「11てtくない ⅢⅢ汁)たり11くない ⅢⅢ令く11くな↓ヽ

17,】力 rヽ)ない  ( ,ヽそジ)1山

!町栂1イ)なこィ些わtィ↓,オtば111tごヽ(/●さ↓ヽ

'ヒ(か↑|,古【た1にイヤ||フまた」と肥',とること,ケtル,しばfl十いてく′:さい

セツイ也、 十lf力▼↓'t(tFjlllき(十二さい

〕

〕

〕

〕
′ｌ

ｔ

ｍ
ｒ
ｌ
に

い

ｒ
ｌ
ｔ

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
、
　

５



校内組織の例

高等学校では、新規に特別支援教育の校内委員会を設置するところはほとんどなく、既存

の組織がその役害Jを兼ねていたケースが多い。

「身体や心の発達に障害やつまずきのある仕徒を的確に把握 し、対象生徒の教育神談及び

指導方法を検討するJこ とが任務の 「教育相談協議会」が兼ねるc

保健部にある 「教育相談会議Jが 「特別支援教育推進会議Jを 兼ねる.
・原則 として、保健部長が招集する.
・個別の事例は、特別支援教育コーディネーター (養護教諭が兼務)が 関係担任、関係

学年部長と相談 して、保健部長に開催を依頼する。
・研修等の場合は、保健部長が管理職 と開催の可否 ・同時等を相談 し開催するc
・ 開催時間は、原則 として授業終了後とする。

校内組織としての特別支援体制はないが、学年と

援を行 う.「学年会J「教科担当者会議」で情報共有し

しての特別支援体制により対象仕徒の文

「月例教育相談会議Jで 現状報告する.

教育相談小会議

保健ヨ;長、養護教諭、十「1任、

コ~テ` 十ネーター

府教育委員会

府総合教育センター

養護学校

医療機関

児童相談所

ノヽローワー ク

大学、その他

教 育十H談 会議

校長、副校長、イ呆健出;長、 養

護教諭、教務部長、化徒指卓部長、

各|卜を|二十巳当者、 品C、 コー子
ヾ
|十一十一

教科 工任会議
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持側支援教育コー家ィネー々―の賛成研修

京都府では、特別支援教育体怖け推進事業の一環として特別支援教育ヨーディネーター研修を京

都府終合教育センターで行っています「

センターでは、特別支援教育コーディネーター董成講座、養成講庄修了者の実践力の向上と,

リーダー層の育成及び各市Ell村での研修拡充への波及をねらいとする特別支援教育コーディネ

ータースキルアップ講座を実施しています=平 成 18年 度より新たに特別支援教育の理解の徹底

を図るため、幼稚園、高等学校t〉加え、全校種び)教員を対象に研修を実施しました―たくさんの

教員が受話し、熱心に講義や研究協議がなされました,

校長講座、生徒指導研究講座、幼椎園講座、i事務職員講座等多くの講座で、特別支援教育とコ

ーデ ィネーターの役常叫、イく登校など「二次障害と特別支援教育について広く研修を実施しました=

【平成 18年 度特居」支援教育コーディネーター養成講座 (3□ 講座)】

ね ら ↓

特別支援教育コーデ ィネーターとしての資質・青と力(′)向上を図る!

31ャD、 ADlll)、 占i機能内側症牛の高]知|や行動の特性と教育的支援の在り方

1宮児童生イ′この■態の啓卑 ・評価と個別の指卓言1回「作成についての軸 平

3特別支援教育を推進する校内支援体柿1の構築と運用に必要な知1識、技能、態度

受講対象 幼稚園、小 ・中学校、高等学校及び声 ・曽 ・差護学校の特ぢ1支援教育コ子
ヾ
十イ'~文1士候補者

定   虫 センター各 loO夕1、″ヒ部Fll修ITF作80イi

講 座 名 ■LD、 ADHD年 字 _lアセスメン ト Ci支援体制

講圧内容

i離義 :「1,1)、AI〕HI)、 有機

能内門症特ば)理解 と文1残」

実践た夫 ・研究協議 t「本ノ、や

学級担に、保護者べの支援」

i常義 :千1阿別の指卓古|いiの

十乍打kとftthi析」

演』 ,「1青報の収集→アセ

スメン トー判llh仮説一個

号|ブ)指導計画の作成J

詰義 :「校内支援体伸1び)構築と推

i笙‐

実践発表 !「特別支援教育コーチ

ィネーターブ)役伸IJ

演習 :「校内委員会び)iとめ方」

|レ 1',告 8:話に受講者  計 147名 (幼6、小 78、中33、盲督養 21、高 9)

【平成 18年 度特別支援教育コーディネータースキルアッフ講座 (8講 座)】

-7_9-

ね ら t

D特 別支援教育コーディネーターとしての役告1と活動の理解と実践力の向上をは|る!

]支援げ)ピ要な児童化rlォ、tア)支援方策を具体化十る実践的指卓プリの向 Lを図るモ

3地 域においてスーハーバイザー的役
′
抑|を呆たす特弓1支援教育コーデ ィネーター育成

会  場 小
′
羊校 61貨、中学十交2校 〔17年 度 小

ナ
ト校 6+交)

受言能対象 各教育局行内の小 ・!lr子校及び吉 ・警 ・養護tF+交げ)コ ー千
・
|十'一養成石ナF修J ttr持

定   虫 各40名

講,1を内容

公開授k(通 常t′)学級ブ)LD、 ADHD等 の児童生徒への1'文業におする指導 ・支援)

実践准束 (コーデ ィネーターげ)役告1と,活動)

研究協議 ( ノ、り、のニースに応じたチーム支援を推iと十るためのコーディネーター」

イ安告」と活動)

又講者教 f+28t,7



特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の体制整備の牽引役であり、その養成は地域

の、学校の特別支援教育の推進に対し、大きく影響を与‐えることが各地の特別支援教育コーディ

ネーターの実践により実証されてきました,

特号|1支援教育コーディネーター養成講座修 F者教は平成 15年度から平成 18年度び)合計816

名と、すでに京都府の小 ・中学校教の2倍 を超えており、各学校、地域での特別支援教育の推進

役として、大きな期待が奇せられています.

LD、 畑 HD、 高機能白閉症等の理解や指導の進め方等の他に、特別支援教育の視点を生か

した学級経営や通常の学級の授業改善につながる研究や研修にしていく老、要があります.

《これからの特居」支援教育コーディネーター養成研修と全教職員に対する研修》

特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正が、平成 19年 4月 1日から施行され、

幼児児童生徒の個々のニーズに柔軟に対応し、適切な指導及び支援を行う観点から、障害のある

幼児児童生徒の教育の一層の充実を図ることが強く求められてきています。幼稚園から高等学校

までの全校種で、校内委員会やコーディネーターの機能的な運用による特別支援教育の充実、全

教職具の資質能力、実践的指導力の育成向上を図るZ、要があります。

今後センターの養成講座でも、より実践的な内容が必要だと考えています.平 成 19年 度は、

LD、畑 HD等 の理解やアセスメントの作成、校内支援体帝」の整備という内容に加え、「テームで

活動 していく」上で必要な、会議の活性化、チームの合意形成やアクション・フランの作成竿も

研修します.ス キルアッブ講座では、より地域の特色やニーズに応じた内容にしていきますて

【受講者の声から】

①研究協議を通して、校内会議や校内研修会のt)ち方、地域の関係機関との連携などについて

学んだことを自校での活動に反映させたい。

〇指導仮説の説明を受けてから授業を参観できたので、特性に応じた指導の在リカを具体的

に理解できたこまた、研修で学んだ色チョークによる工夫、発問や注意をする時の声の調子

などが参考になり、明日からの授業の中で活かしていきたい。

①研究協議で設定されたようなコーディネーターの連携を深める機会を各市町村でどのよう

に作るかを考えていきたいt

-73-



巡回相談や相護窓回の御乗向

一人 一人の理解 とニーズに応 じた教育的支援のために保護者のみなさんや先生方が気

軽に相談できるシステツAづくりを進めています

府のシステムの他、市町村独自の相談先もありますので、御利用 しやすいところへお

問い合わせ ください。

支援地域単位で巡Fml神談チームがあ り、保育園、幼稚園などの就学前から高等学校の

方まで利用できます.

O:どんなことが相談できるの
広汎性発達障害 (自門症、アスベルガー症候群、

高機能白閉りた等)、LD(学 習障害)、ADHD(注

意欠陥 ・多動性障害)、言語発達の遅れ、運動機

能障害など

〇

〇

〇

〇

お子さんの障害や発達について

家庭、地域及び学校での生活について

困つていること、悩んでいること

就学について

Q:どんなことぶ競森をきるの

①

①

①

悩んでおられることについて、じっくりお話を聞きます。

障害の状態や現在の支援の状況を把握 します。

指導方法や支援方法の助言をします。

個居」の教育

支援計画の検討

談内容に応じた助言ど
行います。また、教育 ・

医療 ・福祉機関等が行っ

ている支援や地域におけ

る取組の情報提供及び紹

介等をおこないます。

それぞれのお子 さんの

将来に向けて、今、何が

望ま しい指導内容なの

か、またどのような手立

てや配慮が効果的なの

か助言します。

今後の学習指導に生

かすため、お子さんの

得意分野、苦手分野を

知る手がか りとして

行います。

ll角範ゴ精朝7)ごミ乱 二より期也し章11)

検査例

WISC一 EEl(知能検査)

新版 K式 2001奄 進検査

K―ABC(′亡ヽ理 ・教育7セスルトボッテサー)など
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Q:ど こに申し込めばいいの

○ 保 護者の皆さんは、園や学校の先生に相談してみましょう。

園や学校では校内委員会等を設置し、特別支援教育コーディーネーター等が中心にな

って、学校 (園)全 体で支援を行うためのシステムづくりを進めています。

○ 園 や学校が行う支援を支えるために、巡回相談チームがあります。

巡回相談チームは医師、臨床心理士、教員等で構成しており、申込みにより学校ヘ

行き、相談に応じます。

*高 等学校は、学校所在地の対象市町村を受け持つ相談窓口を御利用ください。

ただし、京都市内に設置されている高等学校は桃山養護学校が窓口になります。

京都府総合教育センター及び総合教育センター北部研修所

電話、来所、巡回による教育相談を実施しています。

ふれあい 。すこやかテレフォン 075-61

ふれあい ・すこやかテレフォン 0773-4

専門家チームによるケース検討会議

医師、臨床心理士、教員等幅広い分野の専門家で構成する専門家テームを設置してい

ます。学校や市町村教育委員会のアセスメント等に基づき、より専門的な見地から効果

的な支援のあり方を検討します。

2 - 3 2 6 8ま たは 3301

3 - 0 3 9 0

詳しくは園、学校又は下記の相談窓口にお問い合わせください。

平成 19年 度の相談窓日 電話番号 対象市町村 ・内容等
所 管

教育局

向日が丘子ども相談支援センター 075(951)8361 向日市 長 岡京市 大 山崎町 乙  訓

桃山養護学校地域支援センター 075(621)4208 宇治市 八 幡市

山 城

南山城相談支援センター 0774(72)725

5

城陽市 京 田辺市 木 津川市

久御山町 井 手町 宇 治団原町

笠置町 和 束町 精 華町 南山城村

府立丹波養護学校地域支援センター 0771(42)5185 亀岡市 南 丹市 京 丹波町 南  丹

中丹養護学校教育支援センター 0773(32)0011 綾部市 福 知山市

中 丹
府立舞鶴養護学校特別支援教育

トータルサポートセンター 0773(78)3133 舞鶴市

丹後地域教育支援センターよさのうみ 0772(46)2770
宮津市 京 丹後市 与謝野町

伊根町
丹 後

地域支援部 「サポー トJOYO」 0774(53)7100 病弱に係る相談

視援教育相談室 075(492)6733 視覚障害に係る相談 (南部)

京都府北部視覚支援センター 0773(75)1094 視覚障害に係る相談 (北部)

京都府聴覚支援センター 075(461)8121 聴覚障害に係る相談 (南部)

京都府北部聴覚支援センター 0773(75)1094 聴党障害に係る相談 (北部)
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保健福祉・特働部局この連携
障害のある子どもが平し幼児期から学校卒業後を見通して、地域で豊かに生活していくため

には、保健・福祉・教育・労働等の関係機関が連携して取り組むことが欠かせません。

保健福祉部局や労働部局においても地域における支援体制の整備や、社会的 自立をめ

ざし生徒
一人一人の進路を確保するための取組が進められています。

発達障害者支援事業

平成 19年度から、以下のとおり発達障害者支援センターの設置等の支援事業を実施

する予定となっています。

1 発 達障害支援コーディネーターの配置

発達障害者支援センターに発達障害支援コーディネーターを配置し、府域全体のネ

ットワークづくり、専門的人材の養成等の事業を実施 します。

2 地 域支援体制整備事業

府内6圏域 (丹後、中丹、南丹、乙訂||、南山城、相楽)の 地域拠点施設において、

発達障害支援コーディネーターと連携 し、次の事業を実施します.
・個人の障害特性に応 じた相談支援
・教育機関等との国域ネットワークづくり

3 支 援モデル事業

平成 18年 度に引き続き、福知山市において早期発見 ・早期療育を目的とした5歳

児健診及び健診結果に基づくサポー ト事業を中丹西保健所と連携 して実施 しますt

4 普 及啓発事業等

発達障害者支援体制整備検討委員会を開催 し、引き続き医療、保健、福祉、教育、

労働等関係機関と連携 しつつ、発達障害者の平L幼児期から成人期までの各ライフステ
ージに対応する一貫した支援体制 (相談支援、療育支援、就労支援)の あり方につい

て検討するとともに、関係団体と連携 して普及啓発事業等を行います.

総含相談支援窓□

その他の身近な相談窓口についてく)以上のセンターヘお問い合わせください。

丹後圏域障害者総合相談支援センター

中丹広域障害者総合相談支援センター

南丹圏域障害者総合相談支援センター

乙訓圏域障害者総合相談支援センター

南山城圏域障害者総合相談支援センター

相楽圏域障害者総合相談支援センター

晨重言舌0772‐20‐2011

電言舌0773‐24‐4439

電言舌0771‐62‐3364

目重言舌050‐7105-8508

電言舌0774‐54‐3109

侵重言舌0774-93‐3986

(宮津市)

(福知山市)

(南丹市)

(長岡京市)

(城陽市)

(精華町)
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各府立盲 ・曽 ・養護学校卒業生の進路実現をは じめ、障害者の自立 ・社会参加を促す

ため、養護学校等と関係諸機関との連絡会や協議会を設置 しています。そこでの情報交

換等により、「障害者雇用促進セ ミナー」や (社)京 都府高齢 ・障害者雇用支援協会が実

施する事業等への参カロも進んでいます。

①京都府北部地域 「障害者雇用促進セ ミナー」への養護学校生徒の参加

京都労働局 ・ハ ローワークや京都府等が主催 し、約 100社 が参加。

府立中丹 ・舞鶴 ・与謝の海養護学校が展示、販売、実演を行った。

①京都府若年者就業支援センター との連携による若年知的障害者向け就職支援テキス

トを開発

若年知的障害者の企業への就職を支援するための研修テキス ト

働 くことの意義c仕 事のために必要な日常生活上の注意。通勤上の注意c

休 日の過 ごし方などをわか りやす く書いたテキス ト

①障害者就労支援特別チームの設置

平成 19年 度から新たに、京都、福知山の高等技術専門校に、障害者就労支援特

別チーノ、を設置 し、障害者就職推進員が、障害者の就労支援や、企業への障害者雇

用に向けた啓発を行います.

①京都府障害者の自立 ・就労支援協議会の設置

京都、福知山の高等技術専門横を拠点 とする南部、北部各々の自立 ・就労支援協

議会を設置 し、ハローワー ク等雇用関係機関、市町、教育機関、福祉関係団体、経

済団体等の連携により、障害者の生活 ・就労相談から職業訓練、就労支援、職場定

着までの 一体的な支援をめざし、情報交換や協議を行つています。

障害者就業 ・生活支援センター

「京都障害者就業 ・生活支援センター」

京都市 ((福)京 都障害児福祉協会)対 象地域 :京都市内

0 7 5 - 4 1 7 - 1 2 3 3

生活支援センターはびねす」 (4月 1日 に宇治へ移転)

宇治市大久保町北ノ山 101番 10 対 象地域 i京都府南部地域

0 7 7 4 - 4 1 - 2 7 7 1

生活支援セ ンターわかば」

舞鶴市 ((福)み ずなぎ学園)   対 象地域 :京都府北部地域

077 3 - 6 5 - 2 0 7 1

所在地

連絡先
「障害者就業

所在地

連絡先
「障害者就業

所在地

連絡先
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